
令和 7 年度 東京歯科大学水道橋病院歯科医師臨床研修プログラム 

〔 プログラム A 〕 

（１）当該研修プログラムの特色

総合診療による総合研修、11の診療科での診療科別専門研修（最低 4 診療科を選択し

ローテーション）で構成されている。東京歯科大学水道橋病院(単独型臨床研修施設)で

研修を行う。 

（２）臨床研修の目標

各診療科での研修を通じて、歯科医師として必要な基本的な知識、態度、技能を習得

する。また、都市型病院に特徴的な多様な症例に携り、より高度な診療技術を身につけ

るとともに、チーム医療および医療連携の重要性を認識する。 

必要症例数 115症例（総合研修のみ、専門研修での選択は除く）  

目標症例数 180症例（必要症例数に加え、総合研修と専門研修での選択科目の 

充足分の合計数） 

（３）プログラム責任者の氏名

春山 亜貴子  講師（保存科） 

（４）臨床研修を行う分野及び臨床研修施設の研修期間

総合研修・専門研修：東京歯科大学水道橋病院(単独型臨床研修施設)（12 か月間） 

（５）研修歯科医の指導体制

 現場での指導歯科医の直接の指導を中心に、歯科衛生士、歯科技工士、看護師をはじめ

とする多職種からの直接の指導と、プログラム責任者からのフィードバックを行う。 

（６）研修歯科医の募集定員並びに募集及び採用の方法

募集定員 ： 8名 

応募方法 ： 歯科医師免許取得者及び次年度歯科医師免許取得見込の者 

選考方法 ： 筆記試験及び面接、書類審査 
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〔 プログラム B 〕 

（１）当該研修プログラムの特色

総合診療による総合研修、11 の専門診療科でのローテーション方式診療科別専門研修、

協力型（Ⅰ）臨床研修施設での研修で構成されている。第Ⅰ期・第Ⅱ期に東京歯科大学水

道橋病院(管理型臨床研修施設)で 4 か月の総合研修と 4 か月の専門研修（原則 4 診療科を

選択しローテーション）を行い臨床能力を身につけた上で、第Ⅲ期に協力型（Ⅰ）臨床研

修施設で 4 か月の一般研修を行い一般診療能力のさらなる向上を図る。

（２）臨床研修の目標

各診療科での研修を通じて、歯科医師として必要な基本的な知識、技術、態度を習得

する。また、都市型病院に特徴的な多様な症例に携り、より高度な診療技術を身につけ

るとともに、チーム医療および医療連携の重要性を認識する。 

必要症例数 115症例（総合研修のみ、専門研修での選択は除く） 

目標症例数 180症例（必要症例数に加え、総合研修と専門研修での選択科目の 

充足分の合計数） 

（３）プログラム責任者の氏名

竜 正大 准教授（補綴科） 

（４）臨床研修を行う分野及び臨床研修施設の研修期間

総合研修・専門研修：東京歯科大学水道橋病院(管理型臨床研修施設)（8 か月間） 
一般研修（コミュニケーションの方法、保険診療を中心とした高頻度一般診療の習得）

：協力型（Ⅰ）臨床研修施設（4 か月間） 

（５）研修歯科医の指導体制

 現場での指導歯科医の直接の指導を中心に、歯科衛生士、歯科技工士、看護師をはじめ

とする多職種からの直接の指導と、プログラム責任者からのフィードバックを行う。 

（６）研修歯科医の募集定員並びに募集及び採用の方法

募集定員 ： 20名 

応募方法 ： 歯科医師免許取得者及び次年度歯科医師免許取得見込の者 

選考方法 ： 筆記試験及び面接、書類審査 
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〔 プログラム C 〕 

（１）当該研修プログラムの特色

総合診療による総合研修、11 の専門診療科でのローテーション方式診療科別専門研修、

協力型（Ⅰ）臨床研修施設での研修で構成されている。第Ⅰ期・第Ⅱ期に東京歯科大学水

道橋病院(管理型臨床研修施設)で 4 か月の総合研修と協力型（Ⅰ）臨床研修施設で 4 か月

の一般研修を行い一般診療能力を身につけた上で、第Ⅲ期に当院の専門診療科での専門診

療能力の更なる向上を図る。 

（２）臨床研修の目標

各診療科での研修を通じて、歯科医師として必要な基本的な知識、技術、態度を習得

する。また、都市型病院に特徴的な多様な症例に携り、より高度な診療技術を身につけ

るとともに、チーム医療および医療連携の重要性を認識する。 

必要症例数 115症例（総合研修のみ、専門研修での選択は除く） 

目標症例数 180症例（必要症例数に加え、総合研修と専門研修での選択科目の 

充足分の合計数） 

（３）プログラム責任者、副責任者の氏名

  田坂 彰規 教授（補綴科） 

（４）臨床研修を行う分野及び臨床研修施設の研修期間

総合研修・専門研修：東京歯科大学水道橋病院(管理型臨床研修施設)（8 か月間） 
一般研修（コミュニケーションの方法、保険診療を中心とした高頻度一般診療の習得）

：協力型（Ⅰ）臨床研修施設（4 か月間） 

（５）研修歯科医の指導体制

 現場での指導歯科医の直接の指導を中心に、歯科衛生士、歯科技工士、看護師をはじめ

とする多職種からの直接の指導と、プログラム責任者からのフィードバックを行う。 

（６）研修歯科医の募集定員並びに募集及び採用の方法

募集定員 ： 20名 

応募方法 ： 歯科医師免許取得者及び次年度歯科医師免許取得見込の者 

選考方法 ：筆記試験及び面接、書類審査 
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〔 プログラム D 〕 

（１）当該研修プログラムの特色

協力型（Ⅰ）臨床研修施設での研修、総合診療による総合研修で構成されている。協力

型（Ⅰ）臨床研修施設で 8 か月間、東京歯科大学水道橋病院(管理型臨床研修施設)で 4 か

月間の研修を行う。 

（２）臨床研修の目標

各診療科での研修を通じて、歯科医師として必要な基本的な知識、技術、態度を習得

する。また、都市型病院に特徴的な多様な症例に携り、より高度な診療技術を身につけ

るとともに、チーム医療および医療連携の重要性を認識する。 

必要症例数 115症例 （総合研修のみ） 

目標症例数 180症例 （必要症例数に加え、総合研修での充足分の合計数） 

（３）プログラム責任者の氏名

  櫻井 敦朗 准教授（小児歯科） 

（４）臨床研修を行う分野及び臨床研修施設の研修期間

総合研修：東京歯科大学水道橋病院(管理型臨床研修施設)（4 か月間） 
一般研修（コミュニケーションの方法、保険診療を中心とした高頻度一般診療の習得）

：協力型（Ⅰ）臨床研修施設（8 か月間） 

（５）研修歯科医の指導体制

 現場での指導歯科医の直接の指導を中心に、歯科衛生士、歯科技工士、看護師をはじめ

とする多職種からの直接の指導と、プログラム責任者からのフィードバックを行う。 

（６）研修歯科医の募集定員並びに募集及び採用の方法

募集定員 ： 20名 

応募方法 ： 歯科医師免許取得者及び次年度歯科医師免許取得見込の者 

選考方法 ： 筆記試験及び面接、書類審査 
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〔 共通事項 〕 

（７）研修歯科医の処遇に関する事項

(1) 常勤又は非常勤の別

常 勤 

(2) 研修手当、勤務時間及び休暇に関する事項

研 修 手 当 ： 月額 165,000円（税込） 

勤 務 時 間 ： 月～金曜日 9:00 ～ 17:00（休憩１時間） 

  土曜日 9:00 ～ 13:00（指定休日制適用） 

休 暇 ： 日曜、祝日、第 2土曜日 

有 給 休 暇 ： 16日間 

(3) 時間外勤務及び当直に関する事項

時間外勤務 ： 無し 

当   直 ： 無し 

(4) 研修歯科医のための宿舎及び病院内の室の有無

宿 舎 ： 無し 

研 修 室 ： 有り 

(5) 社会保険・労働保険に関する事項

日本私立学校振興・共済事業団（健康保険・年金）、雇用保険および 

労災保険に加入 

(6) 健康管理に関する事項

健康診断：年 1回 

(7) 歯科医師賠償責任保険に関する事項

病院で加入。個人加入においても強制加入。 

(8) 外部の研修活動に関する事項

学会・研究会等への参加は一部可能。ただし参加費用は支給しない。 
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プログラム 
1期 

(4～7月) 

2期 

(8～11 月) 

3期 

(12月～3月) 

A 専門研修 総合研修 1 総合研修 2 

B-1 総合研修 1 専門研修 
協力型（Ⅰ）臨床 

研 修 施 設 

B-2 専門研修 総合研修 1 
協力型（Ⅰ）臨床 

研 修 施 設 

C-1 総合研修 1 
協力型（Ⅰ）臨床 

研 修 施 設 
専門研修 

C-2
協力型（Ⅰ）臨床 

研 修 施 設 
総合研修 1 専門研修 

D 協力型（Ⅰ）臨床研修施設 総合研修 1 

１）総合研修 

(1) ２階診療室において診療参加型研修を行う。

(2) 研修指導医は、保存科・補綴科の指導歯科医（5年目以上の医局員）が当番制で担当する。ただし、

総合研修における口腔外科処置は、原則的に口腔外科外来において口腔外科医局員（5 年目以上）

の指導下に行う。

(3) 研修歯科医は、指導歯科医の指示のもとに診療を行う。

(4) 研修歯科医は、当番制で予診業務を行い、患者担当をうける。なお、研修歯科医が担当可能な患者

か否かの判断は、予診チーフもしくは（2）の指導歯科医が行う。

(5) 基礎的術式、特に高頻度治療における術式の習熟を目的として、マネキンを用いた習熟実習(反復復

習)を行う。

２）専門研修 

(1) 定められた診療科を一定期間でローテーションする。

(2) 各診療科では、指導歯科医（5年目以上の医局員）の指示のもとに行動する。

３）協力型（Ⅰ）臨床研修施設における研修 

(1) プログラム BCDの研修歯科医は各期のいずれかに協力型（Ⅰ）臨床研修施設にて研修を行う。

(2) プログラム C-2,Dは 2月下旬～3月上旬、プログラム B,C-1は 6月に協力型（Ⅰ）臨床研修施設

との群内マッチングを行う。

４）臨床研修総括・修了判定 

研修修了時に行われる総括的評価に合格した者を修了と判定し、「臨床研修修了証」を授与する。 
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